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情報通信行政・郵政行政審議会議事規則第４条及び接続に関する議事手続規則第２条の規定により、

令和３年 9月 25日付けで公告された接続約款の変更案等に関し、別紙のとおり意見を提出します。 

 

 



(別紙) 

該当箇所 意見 

特定光信号端末回線伝送機能（フレキシブルフ

ァイバ）について 

 光ファイバが地方における国民生活の重要なインフラであることは全国どこでも変わりません。人口

が少ない地域に新たに敷設する光ファイバの多くがフレキシブルファイバになってしまうと、都市部と

過疎地で光ファイバの利用料に大きな差が生じることになります。また、フレキシブルファイバにより

光ファイバが敷設された地域では、NTT東西にとって本来の光エリアの拡大のインセンティブが減退

する可能性があります。また、そもそもフレキシブルファイバのみで日本全国をカバーするには無理が

あります。 

これは地方の振興にとって悪影響になることから、本来的には光ファイバについてもユニバーサルサ

ービスを目指していくことが望ましいと考えます。その上、現在フレキシブルファイバについては、回

線数、類型ごとの回線数（エンドユーザ宅提供、携帯電話基地局向けなど）、その他基本的な情報が公

になっていないため実態が把握できません。今後、光ファイバ整備の在り方を検討するために必要な情

報を研究会や約款申請などの場で公にしていくよう要望します。 

いずれにしても、フレキシブルファイバの制度化が都市部と地方の料金格差の固定化につながらない

よう、引き続き検討することが必要です。 

 

 

 

 


